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＜巻末資料（６）アンケート調査票＞ 

 
平成 22 年度厚生労働省障害者総合福祉推進事業 

「保健福祉領域における訪問活動を活用した精神保健ゲートキーパー機能に 
ついての三鷹市内での実態調査」へのご協力のお願い 

 

このたび、社会福祉法人巣立ち会は、平成22年度厚生労働省障害者総合福祉推進事業として、

三鷹市内の精神保健福祉活動に関する実態調査を行うことになりました。 

こころの健康の問題は、狭義の精神疾患として認められるだけではなく、多くは緊急の社会

問題という形で表れます。年間 3 万人を超え続ける “自殺”、育児や介護の困難を象徴する“虐

待”、家庭で出口の見えない“引きこもり”や“ドメスティック・バイオレンス”、学校への“不

登校、いじめ”、増加し続ける“うつ”や “アルコール依存症”、青少年の“薬物汚染”、これ

ら全ての問題の基礎には、こころの健康の問題があります。 

残念ながら、現状では地域の中で精神保健を中心に担う役割を持つ場所が存在しておりませ

ん。そこで、様々な機関が精神疾患を患っている、或いはリスクの高い人と接触する機会を持

っていることに着目し、そうした既存の仕組みや機関、制度、人材を利用し、訪問等の活動と

連携することで、精神疾患の早期発見・早期支援を行い、より重篤な経過をたどることを防止

し、ひいては自殺予防の効果をある程度上げることが期待できるものと考えられます。 

本調査では、三鷹市内の保健福祉の領域において様々な訪問・相談活動を行っている方々が、

支援の対象者及びその近辺の方々がお持ちのメンタルヘルスの問題に対して、どのように対応

をされているのかを調査し、その実態を把握することを目的としています。 

お忙しいところ誠に恐縮ですが、ご理解、ご協力のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。

回答していただいた情報については、全体的な統計的分析の結果のみ公表されますが、ご協力

頂いた方個人の結果が調査結果として公表されることは一切ありません。 

 

ご記入いただきましたアンケート調査票は、下記の期日までにご回答頂きたく存じます。 

2010 年 11 月 19 日(金曜日)迄 

 

 

2010 年 10 月 12 日 

社会福祉法人 巣立ち会 

理事長 田尾 有樹子 

 

問い合わせ先：社会福祉法人巣立ち会 こひつじ舎 

東京都調布市菊野台 1-19-5-102 

TEL：042-488-4436  FAX：042-488-4436 

担当：長門 大介 
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Q1. ＜ご所属＞ 

あなたの所属について、以下から当てはまるものに○をつけてください。 

a) 教育機関・学校 

b) 行政職（高齢者支援） 

c) 行政職（子育て・青少年支援） 

d) 行政職（生活福祉課） 

e) 行政職（地域福祉課） 

f) 行政職（総合保健センター） 

g) 民生委員 

h) 包括支援センター・介護サービス事業所 

i) その他 (                             ) 

 

 

Q2. ＜お持ちの資格＞ 

資格をお持ちの方は、その資格を挙げてください。 

 

 

 

 

Q3. ＜相談支援の経験年数＞ 

現在のお仕事（相談業務）、あるいは活動（相談活動）を通算で何年くらい続けられています

か。あてはまる記号に○をつけてください。 

a) 1 年未満  b) 1 年以上 3年未満  c) 3 年以上 5年未満 

d) 5 年以上 10 年未満  e) 10 年以上 20 年未満  f) 20 年以上 

 

 

Q4. ＜対象者数（ケースロード）＞ 

あなたが継続的（１年に１回以上、定期的）に関わっている対象者の数はおよそ何人くらい

ですか。 

 

（         人 ） 
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Q5. ＜対象者のメンタルヘルスについて＞ 

あなたが継続的に関わっている対象者について伺います。 

①精神疾患の診断を受けている対象者の数はどれくらいですか。 

（      人 ） 

②あなたが見て、精神疾患の疑いがあると思われる支援対象者の数はどれくらいですか。 

（①の「診断を受けている対象者」は除きます） 

（      人 ） 

 

Q6. ＜その対応法について＞ 

Q5.でお答え頂いた方についての、あなたの対応の方法について伺います。 

（１）①の方について、あなたの対応法についてあてはまるもの全てに○を付けて下さい。 

     a) 所属機関（部署）の中で報告（あるいは相談）する 

     b) 医療機関に報告（あるいは相談）する  

     c) 行政の窓口に報告（あるいは相談）する  

     d) 他の相談機関に報告（あるいは相談）する 

〔具体的に：                         〕 

     e) その他 〔具体的に：                      〕 

     f) 特に何もしていない 

〔理由：                          〕 

（２）②の方について、あなたの対応法についてあてはまるもの全てに○を付けて下さい。 

     a) 所属機関（部署）の中で報告（あるいは相談）する 

     b) 医療機関に報告（あるいは相談）する  

     c) 行政の窓口に報告（あるいは相談）する  

     d) 他の相談機関に報告（あるいは相談）する 

〔具体的に：                         〕 

     e) その他 〔具体的に：                      〕 

     f) 特に何もしていない 

〔理由：                          〕 
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Q7. ＜対象者周辺のメンタルヘルスについて＞ 

あなたが継続的に関わっている対象者について、そのご家族（ご本人は除く）のことについ

て伺います。 

①精神疾患の診断を受けているご家族（ご本人は除く）の数はどれくらいですか。 

（      人 ） 

②あなたが見て、精神疾患の疑いがあると思われるご家族（ご本人は除く）の数はどれくらい

ですか。（①の「診断を受けているご家族」は除きます） 

（      人 ） 

Q8. ＜その対応法について＞ 

Q7.でお答え頂いた方についての、あなたの対応の方法について伺います。 

（１）①の方について、あなたの対応法についてあてはまるもの全てに○を付けて下さい。 

     a) 所属機関（部署）の中で報告（あるいは相談）する 

     b) 医療機関に報告（あるいは相談）する  

     c) 行政の窓口に報告（あるいは相談）する  

     d) 他の相談機関に報告（あるいは相談）する 

〔具体的に：                         〕 

     e) その他 〔具体的に：                      〕 

     f) 特に何もしていない 

〔理由：                          〕 

（２）②の方について、あなたの対応法についてあてはまるもの全てに○を付けて下さい。 

     a) 所属機関（部署）の中で報告（あるいは相談）する 

     b) 医療機関に報告（あるいは相談）する  

     c) 行政の窓口に報告（あるいは相談）する  

     d) 他の相談機関に報告（あるいは相談）する 

〔具体的に：                         〕 

     e) その他 〔具体的に：                      〕 

     f) 特に何もしていない 

〔理由：                          〕 
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Q9. ＜メンタルな問題についての相談相手（スーパーバイザー）について＞ 

継続的に関わっている対象者やその家族のメンタルヘルスについて、相談できる相手に○を

つけてください（複数回答可）。 

  a) 職場や組織の中に、システムとして確立している人がいる  

  b) 職場や組織の外に、システムとして確立している人がいる 

  c) 職場や組織の中に、個人的に相談相手を確保している 

d) 職場や組織の外に、個人的に相談相手を確保している 

e)  特にいない 

 

 

Q10. ＜改善へのご提案等＞ 

もし現状に不十分な点があるとすれば、どのように改善が見込めると思いますか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q11. ＜自由記述＞ 

その他、支援対象者等のメンタルヘルスに関して、日々の業務の中での困ったことなどを 

自由にご記入下さい。 
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Q12. ＜相談機関について＞  

以下の精神保健に関する相談が可能な機関について伺います。 

（１）あなたが知っている機関全てに○をつけて下さい。 

a) 三鷹市障がい者自立支援センター ゆー・あい 

b) 三鷹市障がい者地域自立生活支援センター ぽっぷ 

c) 指定相談支援事業所 野の花 

d) 三鷹市障がい者就労支援センター かけはし 

e) 三鷹市総合保健センター 

f) 三鷹市地域福祉課 

g) 三鷹市社会福祉協議会 

h) 三鷹市教育委員会 総合教育相談室（教育センター） 

i) 三鷹市子育て支援課・三鷹市子ども家庭支援センター 

j) 多摩府中保健所 

k) 多摩総合精神保健福祉センター  

l) 三鷹市内地域包括支援センター（どこでも） 

m) 杉並児童相談所 

n) その他 〔具体的に：                           〕 

 

（２）あなたが連絡ないし相談したことがある機関全てに○をつけて下さい。 

a) 三鷹市障がい者自立支援センター ゆー・あい 

b) 三鷹市障がい者地域自立生活支援センター ぽっぷ 

c) 指定相談支援事業所 野の花 

d) 三鷹市障がい者就労支援センター かけはし 

e) 三鷹市総合保健センター 

f) 三鷹市地域福祉課 

g) 三鷹市社会福祉協議会 

h) 三鷹市教育委員会 総合教育相談室（教育センター） 

i) 三鷹市子育て支援課・三鷹市子ども家庭支援センター 

j) 多摩府中保健所 

k) 多摩総合精神保健福祉センター  

l) 三鷹市内地域包括支援センター（どこでも） 

m) 杉並児童相談所 

n) その他 〔具体的に：                           〕 

質問は以上です。ご協力、誠にありがとうございました。 



 
 

 

 

平成22年度 厚生労働省障害者総合福祉推進事業 
 

保健福祉領域における訪問活動を活用した精神保健ゲートキーパー 
機能についての三鷹市内での実態調査とマニュアル作成 

 

平成 23 年 3 月発行 

編集・発行  社会福祉法人 巣立ち会 

       東京都三鷹市野崎 2-6-6 

       TEL.FAX 0422-34-2761 

       http://sudachikai.eco.to/ 

印刷・製本  株式会社 文伸 


